
 

家庭用品品質表示法 電気機械器具品質表示規程（エアコンディショナ

ー）の一部を改正する消費者庁告示案について（概要） 

 
平成２５年７月２２日 

                             表示対策課 

 
１．家庭用品品質表示法の概要 

 家庭用品品質表示法（昭和３７年法律第１０４号。以下「家表法」という。）は、

家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを

目的とし、その対象となる家庭用品を指定し、品質に関わる事項を表示の標準とし

て規定している。 

 

 

２．改正趣旨 
平成２５年４月に「エアコンディショナー」（以下「エアコン」という。）に関

する日本工業規格（以下「ＪＩＳ」という。）の改正が行われたことに伴い、今般、

家表法第３条第１項の規程に基づき定められた電気機械器具品質表示規程（以下

「表示規程」という。）のエアコンにおける表示の標準となるべき事項に関して、

ＪＩＳを引用している記述について、所要の改正を行うものである。 

なお、家表法においては、経済産業大臣は、表示の標準となるべき事項が定めら

れる（変更される）ことにより、家庭用品の生産又は流通の改善が図られると認め

るときは、内閣総理大臣に対して、当該事項の案を添えて、その策定を要請するこ

とができる旨が規定されている（家表法第３条第４項及び同条第５項）ところ、本

改正は、経済産業大臣からの要請を受けて行うものである。 

 

 

３．改正内容 
（１）エアコンに関するＪＩＳの改正内容 

   エアコンに関するＪＩＳの改正として、「通年エネルギー消費効率」の算出方

法を一般住宅における使用実態に近づける見直し及び最近の気象データによる

想定空調負荷の見直しが行われた。また、「冷房能力又は暖房能力」及び｢冷房

消費電力又は暖房消費電力｣について、測定誤差による許容範囲を縮小する見直

しが行われた。その他、名称変更等の形式的変更も行われた。 
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（２）ＪＩＳ改正に伴う表示規程の改正内容 

 

エアコンの

表示規程 
現行 改正案 変更点 

冷房能力又は暖房能力 

①試験方法 日本工業規格Ｂ八六一五

― 一（エアコンディショ

ナ ― 第一部直吹き形エ

アコンディショナとヒー

トポンプ ― 定格性能及

び運転性能試験方法） 

日本工業規格Ｂ八六一五 

― 一（エアコンディショ

ナ ― 第１部：直吹き形エ

アコンディショナ及びヒ

ートポンプ ― 定格性能

及び運転性能試験法）及び

日本工業規格Ｃ九六一二

（ルームエアコンディシ

ョナ）の八・一（運転性能

の試験） 

ＪＩＳの名称変更

に伴う形式的変更

②許容範囲 

（※１） 

表示値の－５％ 表示値の－３％ ＪＩＳの内容変更

に伴う整合化 

冷房消費電力又は暖房消費電力 

③試験方法 （上記①と同じ） （上記①と同じ） ＪＩＳの名称変更

に伴う形式的変更

④許容範囲 

（※２） 

表示値の＋１０％ 表示値の＋３％ ＪＩＳの内容変更

に伴う整合化 

通年エネルギー消費効率 

⑤試験方法 

（※３） 

日本工業規格Ｃ九六一二

（ルームエアコンディシ

ョナ）附属書三に規定する

方法 

日本工業規格Ｃ九六一二

（ルームエアコンディシ

ョナ）に規定する方法 

ＪＩＳの名称変更

に伴う変更（内容

の実質的変更もあ

り） 

 

※１ 冷房能力又は暖房能力とは、使用者が容易に設定できる風量範囲において、エアコンを運

転したときに室内から単位時間当たりに冷やすことができる又は暖めることができる熱量

をいう。数値の許容範囲に関するＪＩＳの規定は、製造事業者が指定する定格能力の９５％

以下（マイナス５％）から９７％以下（マイナス３％）に改正された。 

※２ 冷房消費電力又は暖房消費電力とは、使用者が容易に設定できる風量範囲において、エア

コンを運転したときに消費する電力をいう。数値の許容範囲に関するＪＩＳの規定は、製造

事業者が指定する定格消費電力の１１０％以下（プラス１０％）から１０３％以下（プラス

３％）に改正された。 

※３ 通年エネルギー消費効率の算出精度を高めるため、以下の試験及び算出方法に関するＪＩ

Ｓの規定が改正された。 

・標準気象データ(日本建築学会)を基にした外気温度発生分布を更新。 

・連続運転とした計算から、より実態に近い断続運転として計算。 2



 

４．今後の予定 

平成２５年８月：消費者委員会への諮問・答申 

８月：経済産業大臣への協議 

８月～１０月：ＴＢＴ通報（２ヶ月） 

９月：パブリックコメント（１ヶ月） 

１１月：改正告示の公布 

 

なお、事業者に対する周知期間及び準備期間として、改正告示の公布から約１年間の

経過措置を設ける予定。 

 

 

 

＜添付資料＞ 

資料１  経済産業大臣からの要請文書 

資料２  電気機械器具品質表示規程の一部を改正する告示案 新旧対照条文 

資料３  家庭用品品質表示法（抜粋） 
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資
料
２

電
気
機
械
器
具
品
質
表
示
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案

新
旧
対
照
条
文

○
電
気
機
械
器
具
品
質
表
示
規
程
（
平
成
九
年
十
二
月
一
日

通
商
産
業
省
告
示
第
六
百
七
十
三
号

（
抄
）

）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
表
示
事
項
）

（
表
示
事
項
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

（
遵
守
事
項
）

（
遵
守
事
項
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

七

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

（
一
）

冷
房
能
力
又
は
暖
房
能
力
の
表
示
に
際
し
て
は
、
エ
ア
コ
ン
デ

（
一
）

冷
房
能
力
又
は
暖
房
能
力
の
表
示
に
際
し
て
は
、
エ
ア
コ
ン
デ

ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
定
格
周
波
数
ご
と
に
標
準
電
圧
（
百
ボ
ル
ト
又
は
二
百

ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
定
格
周
波
数
ご
と
に
標
準
電
圧
（
百
ボ
ル
ト
又
は
二
百
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ボ
ル
ト
の
電
圧
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
お
け
る

ボ
ル
ト
の
電
圧
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
お
け
る
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八

。

。

日
本
工
業
規
格
Ｂ
八

六
一
五
―
一
（
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
―
第
一
部
直
吹
き
形
エ
ア
コ
ン

六
一
五
―
一
（
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
―
第
１
部
：
直
吹
き
形
エ
ア
コ

デ
ィ
シ
ョ
ナ
と
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
―
定
格
性
能
及
び
運
転
性
能
試
験
方
法

ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
及
び
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
―
定
格
性
能
及
び
運
転
性
能
試
験

）
に
規
定
す
る
冷
房
能
力
又
は
暖
房
能
力
（
標
準
）
の
試
験
方
法
に
よ

法
）
及
び
日
本
工
業
規
格
Ｃ
九
六
一
二
（
ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ

。

ナ
）
の
八
・
一
（
運
転
性
能
の
試
験
）
に
規
定
す
る
冷
房
能
力
又
は
暖

り
測
定
し
て
得
ら
れ
る
数
値
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
単
位
で
表
示
す
る
こ
と

房
能
力
（
標
準
）
の
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
て

数
値
を
キ

こ
の
場
合
に
お
け
る
許
容
範
囲
は
、
表
示
値
の
マ
イ
ナ
ス
五
パ
ー
セ
ン

得
ら
れ
た

ロ
ワ
ッ
ト
の
単
位
で
表
示
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
許
容
範
囲

ト
（
電
熱
装
置
の
み
に
よ
り
暖
房
を
行
う
も
の
の
暖
房
能
力
の
表
示
の

は
、
表
示
値
の
マ
イ
ナ
ス

（
電
熱
装
置
の
み
に
よ
り
暖

場
合
に
あ
っ
て
は
、
表
示
値
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
と
き
は
、
そ
の

三
パ
ー
セ
ン
ト

房
を
行
う
も
の
の
暖
房
能
力
の
表
示
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
表
示
値
が

値
の
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
表
示
値
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
と
き
は
、
そ
の
値
の
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
十
パ

を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
値
の
プ
ラ
ス
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
マ
イ
ナ
ス
十

ー
セ
ン
ト
、
表
示
値
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
値
の

パ
ー
セ
ン
ト
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
水
蒸
発
式
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

プ
ラ
ス
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
す
る
。
た
だ

冷
房
能
力
又
は
暖
房
能
力
の
表
示
、
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖
房
又
は
電
熱
装

し
、
水
蒸
発
式
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
冷
房
能
力
又
は
暖
房
能
力
の
表

置
の
み
に
よ
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
る
暖
房
を
行
う
も
の
に
つ
い
て

示
、
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖
房
又
は
電
熱
装
置
の
み
に
よ
る
方
法
以
外
の
方

は
、
暖
房
能
力
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
に
よ
る
暖
房
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
暖
房
能
力
の
表
示
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

）

、

、

（

）

、

、

二

区
分
名
の
表
示
に
際
し
て
は

次
の
表
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
形
態
欄

二

区
分
名
の
表
示
に
際
し
て
は

次
の
表
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
形
態
欄

冷
房
能
力
欄
、
室
内
機
の
寸
法
タ
イ
プ
欄
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
区

冷
房
能
力
欄
、
室
内
機
の
寸
法
タ
イ
プ
欄
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
区

分
名
欄
に
掲
げ
る
用
語
を
用
い
て
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
水
蒸
発

分
名
欄
に
掲
げ
る
用
語
を
用
い
て
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
水
蒸
発
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式
の
も
の
及
び
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖
房
又
は
電
熱
装
置
の
み
に
よ
る
方
法

式
の
も
の
及
び
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖
房
又
は
電
熱
装
置
の
み
に
よ
る
方
法

以
外
の
方
法
に
よ
る
暖
房
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
区
分
名
を
省
略

以
外
の
方
法
に
よ
る
暖
房
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
区
分
名
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

（
略
）

（
三
）

冷
房
消
費
電
力
又
は
暖
房
消
費
電
力
の
表
示
に
際
し
て
は
、
エ

（
三
）

冷
房
消
費
電
力
又
は
暖
房
消
費
電
力
の
表
示
に
際
し
て
は
、
エ

ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
定
格
周
波
数
ご
と
に
標
準
電
圧
に
お
け
る

ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
定
格
周
波
数
ご
と
に
標
準
電
圧
（
百
ボ
ル
ト

日

又
は
二
百
ボ
ル
ト
の
電
圧
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
お
け
る
日
本
工
業

本
工
業
規
格
Ｂ
八
六
一
五
―
一
（
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
―
第
１
部
：

。

規
格
Ｂ
八
六
一
五
―
一
（
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
―
第
一
部
直
吹
き
形

直
吹
き
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
及
び
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
―
定
格
性
能
及

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
と
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
―
定
格
性
能
及
び
運
転
性
能

び
運
転
性
能
試
験
法
）
及
び
日
本
工
業
規
格
Ｃ
九
六
一
二
（
ル
ー
ム
エ

に
規
定
す
る

試
験
方
法
）
に
規
定
す
る
冷
房
能
力
又
は
暖
房
能
力
（
標
準
）
の
試
験

ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
）
の
八
・
一
（
運
転
性
能
の
試
験
）

冷
房
能
力
又
は
暖
房
能
力
（
標
準
）
の
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
さ
れ
た

方
法
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
冷
房
消
費
電
力
又
は
暖
房
消
費
電
力
の
数
値

冷
房
消
費
電
力
又
は
暖
房
消
費
電
力
の
数
値
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
（
数
値
が

を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
（
数
値
が
千
未
満
の
場
合
は
ワ
ッ
ト
）
の
単
位
で
表
示

千
未
満
の
場
合
は
ワ
ッ
ト
）
の
単
位
で
表
示
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
許
容
範
囲
は
、
表
示
値
の
プ
ラ
ス
十

お
け
る
許
容
範
囲
は
、
表
示
値
の
プ
ラ
ス

（
電
熱
装
置

パ
ー
セ
ン
ト
（
電
熱
装
置
の
み
に
よ
り
暖
房
を
行
う
も
の
の
暖
房
消
費

三
パ
ー
セ
ン
ト

の
み
に
よ
り
暖
房
を
行
う
も
の
の
暖
房
消
費
電
力
の
表
示
の
場
合
に
あ

電
力
の
表
示
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
表
示
値
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の

っ
て
は
、
表
示
値
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
と
き
は
、
そ
の
値
の
プ
ラ

と
き
は
、
そ
の
値
の
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
表
示
値
が

、

、

ス
・
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
表
示
値
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
と
き
は

そ
の
値
の
プ
ラ
ス
五
パ
ー
セ
ン
ト

と
き
は
、
そ
の
値
の
プ
ラ
ス
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン

マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
水
蒸
発
式
の
も
の
に

ト
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
水
蒸
発
式
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
冷
房
運
転

つ
い
て
は
、
冷
房
運
転
又
は
暖
房
運
転
の
と
き
の
消
費
電
力
の
表
示
、
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又
は
暖
房
運
転
の
と
き
の
消
費
電
力
の
表
示
、
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖
房
又

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖
房
又
は
電
熱
装
置
の
み
に
よ
る
方
法
以
外
の
方
法
に

は
電
熱
装
置
の
み
に
よ
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
る
暖
房
を
行
う
も
の

よ
る
暖
房
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
暖
房
運
転
の
と
き
の
消
費
電
力

に
つ
い
て
は
、
暖
房
運
転
の
と
き
の
消
費
電
力
の
表
示
を
省
略
す
る
こ

の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

（
四
）

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
表
示
に
際
し
て
は
、
日
本
工
業

（
四
）

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
表
示
に
際
し
て
は
、
日
本
工
業

規
格
Ｃ
九
六
一
二
（
ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
）
に
規
定
す
る
方

規
格
Ｃ
九
六
一
二
（
ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
）
附
属
書
三
に
規

法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
を
小
数
点
以
下
一
桁
ま
で
表
示
す
る
こ
と
。

定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
を
小
数
点
以
下
一
桁
ま
で
表
示
す

た
だ
し
、
水
蒸
発
式
の
も
の
及
び
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖
房
又
は
電
熱
装
置

る
こ
と
。
た
だ
し
、
水
蒸
発
式
の
も
の
及
び
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
暖
房
又
は

の
み
に
よ
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
る
暖
房
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は

電
熱
装
置
の
み
に
よ
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
る
暖
房
を
行
う
も
の
に

、

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
い
て
は
、
通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
五
）

（
略
）

（
五
）

（
略
）

（
六
）

（
略
）

（
六
）

（
略
）

（
七
）

（
略
）

（
七
）

（
略
）
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資料３
◎家庭用品品質表示法(抜粋)

（昭和三十七年五月四日法律第百四号）

（表示の標準）

第三条 内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、家庭用品

ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。

一 成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項

二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示

業者が遵守すべき事項

２ 内閣総理大臣は、前項の規定により表示の標準となるべき事項を定めようとすると

きは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定により表示の標準となるべき事項を定めたときは、

遅滞なく、これを告示するものとする。

４ 経済産業大臣は、第一項の規定により表示の標準となるべき事項が定められること

により、家庭用品の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に

対して、当該事項の案を添えて、その策定を要請することができる。

５ 前三項の規定は、第一項の規定により定めた表示の標準となるべき事項の変更につ

いて準用する。

（消費者委員会への諮問）

第十一条 内閣総理大臣は、第三条第一項若しくは第五項の規定により表示の標準とな

るべき事項を定め、若しくは変更し、又は第五条から第七条までの規定による命令を

しようとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。
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